
電子申請の入力方法と注意事項について

1 初回の電子申請方法について

2 電子申請内容の修正及び確認方法について
対象ページ

対象ページ

P15～P18

P2～P14
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１ 初回の電子申請方法について
⑴ 県庁HPの「7．申請の手順について」に記載の「⑴まずはじめに」の準備を行ってください。

HPのURL https://www.pref.miyazaki.lg.jp/zaisansogokanri/kense/chotatsu/20240917104410.html

⑵ 県庁HPの「7．申請の手順について」に記載の「⑵電子申請」の以下URLをクリックしてください。
※申請（回答）後に修正を行う場合は、以下URLではありませんのでご注意ください。

⑶ 以下の画面が開きます。
必須項目を入力していないと、申請が完了できないためご注意ください。

「 ．申請の手順について」に記載の「⑴まずはじめ
に」で作成した、「申請する業務に従事する者の名簿等
の入力・出力用データシート（様式第 号、第 号、第
号の ） 」を添付してください。エクセルデータの
名前に必ず「商号又は名称」を入れてください。
※添付できない場合は中断して、再度添付を行ってくだ
さい。（添付に時間がかかる場合があります。）

法人の方は
「県外業者」又は「県内業者」を選択してください。
個人の方は
「個人登録」を選択してください。
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⑷ 「商号又は名称」に記載した内容が名簿に登録されます。
支店名で登録する場合は、支店名等を、個人名で登録する場合は、個人名を記入してください。

申請途中で一時中断したい場合は「一時保存」をクリックしてく
ださい。
ただし、システムの不具合でうまく保存できない場合があるため、
中断する場合は内容が途中であっても、申請画面再下部の「確
認」及び「回答」ボタンをクリックし、一度申請することを推奨
します。
一度申請した後は、「２ 電子申請内容の修正及び確認方法につ
いて」にしたがって、入力を再開してください。

個人の方は「代表」と入力してください。
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⑸ 「参加希望地区」及び「資格審査を申請する業務」を選択してください。（複数選択可）
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⑹ 後日、申請内容について問い合わせをする場合があります。
担当者名及び確実に連絡がとれる電話番号（FAX番号）も記入してください。

事務所の有無を選択してください。
事務所は本申請で 箇所までは入力できますが、それ以
上事務所がある場合は、別途リスト（任意様式）を作成
して添付してください。
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⑺ 「経営の状況」については、会社全体について御記入ください。

”個人名で登録”の方は、営業比率の項目は記入す
る必要はありません。
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⑻

「県内従業員数」とは、県内の「技術者」と県内
の「事務及び営業者」の人数の合計になります。

自動計算
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⑼ 「7．申請の手順について」に記載の「⑴まずはじめに」で作成した、「申請する業務に従事する者の名簿等の入力・
出力用データシート（様式第3号、第4号、第5号の3）.xlsx」と同じ合計人数を記入してください。
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⑽ 業務を行う上で、”①法令等で義務づけられている機器、②業務効率化等のために独自導入している機器”を記入して下さい。
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⑾ 「障がい者雇用」については、法定雇用義務がある場合のみ記入してください。

法定雇用義務がない場合も忘れずに選択してください。

該当していれば全て選択し、登録期限を記入すること。
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⑿ 該当していれば全て選択してください。
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⒀ 様式第5号の各年度合計値を記入する。
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⒁ 全て入力後確認ボタンを押し、申請内容の「確認」を行って下さい。
申請内容に問題が無ければ「回答」を押してください。
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⒂ 修正がある場合は以下「修正」ボタンをクリックするか、「２ 電子申請内容の修正及び確認方法について」を確認ください。
「出力」をクリックし、様式第1号及び様式第2号を出力（印刷）してください。
出力した様式も忘れずに財産総合管理課へ送付してください。
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２ 電子申請内容の修正及び確認方法について
⑴

⑵ 登録したメールアドレスを使用してログインします。GoogleやMicrosoftアカウントではログインできません。

県庁HPの「7．申請の手順について」に記載の「(3)電子申請内容の修正及び確認方法」の以下URLをクリックしてください。
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⑶ 登録したメール宛てに「autoreply@kintoneapp.com」から以下のようなメールが届きますので、URLをクリックしてください。
※時間が経っても届かない場合は迷惑メールフォルダを確認下さい。また、再度ログインを試みてください。
 問題が解決できない場合は次のページを参照してください。
 どうしても再ログインできない場合は「setsubiijikanri@pref.miyazaki.lg.jp」へ問合せメールをお願いします。

登録者
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⑷ メールが届かない場合は赤枠の内容を御確認ください。

問合せは「 」へお願いします。
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⑸ 登録した「商号又は名称」が表示されているので、「詳細」をクリックしてください。
必要に応じて「修正」又は「申請内容出力」を押してください。

登録した「商号又は名称」
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